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印紙税の実務
テーマ

誰が印紙税を納めますか？

印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に成立し、課税文書の作成者が、

印紙税はどのようにして納付しますか？

原則として、課税文書に収入印紙を貼り付ける方法により行います。

他にも特例の納付方法があります。

印紙税を納付しないとどうなりますか？

本来貼るべき収入印紙を貼ってない、または金額が不足していることが、何らかの調査で発覚した場合、

本来の印紙税額＋その2倍に相当する金額が過怠税として課されます。つまり、本来の3倍の税金を

・収入印紙を正しく貼る・・・・・貼り忘れや金額の間違いを指摘されると、過怠税が課税されます。

・消費税を区分して記載する・・・税込価格や税抜価格を記載して消費税の金額が明らかである場合には、

その記載された消費税の金額分は印紙税の課税対象としなくて良いことに

なっています。

以下の記載方法だと収入印紙をはり付ける必要はありません。

印紙税とは？

日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書（領収書）などの文書に課税される税金です。

どのような文書に印紙税がかかりますか？
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた次の20種類の課税文書です。

１．不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書

２．請負契約書

３．約束手形、為替手形

４，株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券

５．合併契約書、分割契約書、分割計画書

本来の印紙税額＋その2倍に相当する金額が過怠税として課されます。つまり、本来の3倍の税金を

支払わなければなりません。

ただし、これに気が付き、自己申告した場合は、本来の印紙税額＋その10％の過怠税で済みます。

また、文書に貼り付けた収入印紙に消印しなかったときは本来の印紙税額＋その同額の過怠税が課税されます。

＜印紙税の節税ポイント＞

以下の記載方法だと収入印紙をはり付ける必要はありません。

・領収金額 30,450円、うち消費税額 1,450円

・領収金額 30,450円、税抜価格 29,000円

・商品代金 29,000円、消費税額 1,450円、合計 30,450円

また、以下の記載方法だと収入印紙は必要となります。

・「領収金額 30,450円、消費税額等5％を含む」とだけ書いてあるもの

・「領収金額 30,450円」とだけ記載され、

消費税に関して一切触れてないもの

・相殺分を控除して計算する・・・売掛金と買掛金を相殺するなどした場合は、相殺分の金額は印紙税の

課税対象となる受取金額から除外することができます。発行する領収

証にも但書きのところに、「上記のうち○○円は買掛金と相殺」など

と記載し、相殺の旨を表示するようにしましょう。

５．合併契約書、分割契約書、分割計画書

６．定款

７．継続的取引の基本契約

８．預貯金証書

９．貨物引換証、倉庫証券、船荷証券

１０．保険証券

１１．信用状

１２．信託契約書

１３．債務保証契約書

１４．金銭、有価証券の寄託契約書

１５．債権譲渡契約書、債務引受契約書

１６．配当金領収証、配当金振込通知書

１７．金銭又は有価証券の受取書 ＜収入印紙が不要な場合＞

・振込の場合に発行される金融機関の振込証には収入印紙は不要です。

しかし、現金回収や手形回収をしていると、領収書の発行が必要になり、印紙税の負担が必要です。

契約書とは？

文書の名称のいかんにかかわらず、契約当事者間において契約の成立（成立、更改、変更又は補充の事実）を

証明する目的で作成される文書をいいます。

契約書には、契約の種類に応じて、印紙税法に定める収入印紙を貼ることが必要です。

書面の標題や名目にかかわらず、契約の成立を証する文書であれば、すべて契約書として扱われます。

当事者の一方だけが作成し、相手方に差し入れる念書、請け書などでも、すべて契約書として所定の印紙を

貼らなければなりません。

基本契約書にもとづく協定書、合意書なども独立した文書としての印紙を貼らなければなりません。

「仮契約書」も契約書として扱います。「写」「副本」「謄本」など、表示した契約書であっても、

契約当事者の署名、押印のあるものは、「正本」「原本」と同じく契約書として扱います。

同じ契約書を二通以上作成し、契約当事者、保証人、立会人が保持するためのものとして成された契約書には

その全部に印紙税がかかります。印紙税の問題は契約書の効力とは全くべつの問題です。

《４月スケジュール》《将軍の日》
毎月開催中の利益計画書作成セミナー：「将軍の日」

今月の開催日は4月15日（木）です。

昨年将軍の日に来られたお客様で、

今年も将軍の日にお越し頂いている方もおられます。

まだ将軍の日にお越し頂いていないお客様、

一度将軍の日に参加してみませんか？
開催日 対象者 申込期限

10 土 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収額の納付期限

15 木 将軍の日：元氣玉利益計画作成セミナー

22 木 個人事業者の２１年分申告所得税の振替日

27 火 個人事業者の２１年分消費税・地方消費税の振替日

2月決算法人の確定申告・納付期限

8月決算法人の予定申告・納付期限
30 金

その全部に印紙税がかかります。印紙税の問題は契約書の効力とは全くべつの問題です。

収入印紙を貼ってないから契約書は無効であるとか、貼られた収入印紙の額でしか効力が発生しないと

いうことは全くありません。

確定申告をされた方で、口座振替の方は、

振替日までに通帳残高の確認を
4月15日（木） 2・3・4・5月決算法人様 4月8日（木）

5月20日（木） 3・4・5・6月決算法人様 5月13日（木）

6月17日（木） 4・5・6・7月決算法人様 6月10日（木）


